
 

 

 

 三者協議の実施に当たっては、平成２４年度予算編成時に取りまとめた、財政再生計画推進に当た

っての懸案事項の結果等や、市長と話そう会などで寄せられた意見、要望などを参考とするとともに、

将来のまちづくりや市民生活の安全・安心を守る観点にも配慮しながら４５項目の課題を内部決定し、

第１日目に、その概要を説明しました。 

 また、第２日目には、４５項目の課題のうち、優先順位の高い１７項目（短期的課題…１３項目、

中長期的課題…４項目）について、重点的に協議を行いました。 

 なお、この三者協議は、今後も継続して開催されることとなっております。 

 今回は、三者協議に登録した４５項目に加え、重点的に協議を実施した１７項目について協議の経

過及び結果の概要をお知らせします。 

【問合せ先】市財務課財政係 ℡５２－３１２２ 

 

 

 

１　短期的課題

1 民間賃貸住宅建設促進 26 救急救命士就業前病院実習及び再教育（生涯研修）に係る経費

2 小学校入学前の乳幼児の医療費無料化 27 防災ハザードマップの作成

行政執行体制の確保 28 観光案内業務のあり方

(1)行政執行体制の確保（派遣職員） サポートセンター廃止に伴う業務

(2)市有林の管理技術者育成 (1)サポートセンター廃止に伴う業務（土木施設）

(3)廃棄物処理施設技術管理者育成 (2)サポートセンター廃止に伴う業務（体育施設）

(4)消防職員数 30 旧富野じん芥焼却場解体

4 農業振興施策 31 道営住宅取得及び道営住宅建設

5 廃屋・空き家対策 32 救急救命士免許の取得

6 生活館等の維持管理 33 消防通信指令台整備

7 観光施設のあり方 電算システムの更新と維持

8 橋梁の点検・補修 (1)総合行政システムに係る利用料及び運営保守委託料

9 夕張市耐震改修促進計画の策定及び改修工事等 (2)ホームページのリニューアル

10 行政財産の計画修繕 (3)土地貸付料システムの導入

11 市有財産の解体及び管理 (4)確定申告支援システムの更新

豪雪による公共施設の被害 (5)確定申告支援システム更新に伴う保守業務委託

(1)豪雪による公共施設の被害（市営住宅） (6)家屋評価図形計算システムの更新

(2)豪雪による公共施設の被害（普通財産） (7)検診受付システムに係るサーバー機の更新及びシステム改修

(3)豪雪による公共施設の被害（知られざる世界の動物館） (8)北海道公立学校校務システムの導入

(4)豪雪による公共施設の被害（土木施設） 35 北海道公立学校校務支援システム用パソコン整備

(5)豪雪による公共施設の被害（ゆうばりテニスコート） 36 廃校舎活用のための国有地の弾力的な取扱い

13 夕張市美術館

14 市道清水沢中央２号線交差点改良事業

15 ふれあいサロン行政窓口業務委託 ２　中長期的課題

16 妊婦健康診査 № 項　　　目

17 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業 1 市営住宅再編事業(Ⅱ・Ⅲ期計画)

18 市立診療所等改築事業 2 一般廃棄物最終処分場建設

19 学校統合に伴う児童・生徒の遠距離通学費 3 CBM(炭層メタンガス)の有効活用

20 林道の管理 4 法改正によるシステムの改修（マイナンバー法の施行）

21 交通体系の確保 5 し尿処理場閉鎖後の流出重油の回収

22 小中学校パソコン整備 6 し尿処理場閉鎖に伴う各処理槽清掃

23 平和運動公園の芝張替 7 し尿処理場閉鎖に伴う維持管理

24 文化スポーツセンターのアリーナワックスかけ 8 はしご付消防自動車の更新

25 消防救急無線デジタル化整備 9 戸籍事務の電算化導入

34

項　　　目

29

№
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項　　　目№

国、北海道及び夕張市の三者協議について 

４５項目課題一覧 



【１　短期的課題】

国（総務省） 北海道 解決 継続

短1 民間賃貸住宅建設促進
まちづくり
企画室

＜背景・現状＞
・「夕張市まちづくりマスタープラン」で策定した市
営住宅の管理戸数の着実な減少と中高所得者
層の住宅としての民間賃貸住宅の創出は急務
であり、その実現に向けた検討が必要。
・民間賃貸住宅は常に満室状態。
・家賃も近隣町に比して、7千円～1万円高い。

・現在住んでいる方や、今後、市外から市内に
定住してもらうためにも、住環境の整備は非常に
大きな課題であると認識。
・事業の実施に当たっては財源の話も重要であ
るが、当該事業を市の施策として進めていくとい
う方向性を打ち出して取り組むべき。

・民間住宅に比べて公営住宅のウエイトが非常
に高く、バランス的に特殊な状況であると認識。
・不動産業者が無い中で、地域住宅情報の一
元化を市が肩代わりして行うことは、ソフト面で大
事な取り組みである。
・地域住宅情報については、道の地域づくり総合
交付金の申請を市が行っているが、道としても
前向きに対処したい。

○

○若者の定住対策の一つとして、民間賃貸住
宅建設補助について、実施の方向で検討。
○住宅情報の提供について、道も支援を検討。

短2
小学校入学前の乳幼児の医療費無
料化

市民課

＜背景・現状＞
・人口減少や少子化が進んでいることから、近
隣市町並みに医療費の無料化を実施すること
により、人口定住対策の一助とする。
・市内事業所の従業員の1/4が市外から通勤し
ていることからも、安心して暮らすための政策の
一つとして定住に向けた対策となる。

・当該課題は「給付」に係るものであり、他の「給
付」と同様にあり方を継続して検討していかなけ
ればならないと認識。
・市の少子化対策、人口定住対策の基本方針
をしっかり決めた上で、具体的な施策を整理し、
それら施策の中で当該課題がどう位置づけられ
るのか、他の施策よりも優先すべきものなのかに
ついて十分検討する必要がある。

・再生振替特例債の償還が終わった時に、寂れ
て誰もいなくなったまちになっては意味がないこ
とから、若年者の定住対策などは少しずつやっ
ていく必要はある。
・この課題については、市の全体的な政策の中
でどう位置付けるかが問題。

○

○子育て世代の定住対策の一つとして、北海道
の支援は継続しながら、引き続き検討。
○少子化や若者定住などの基本的な方針を検
討。

行政執行体制の確保
(1)行政執行体制の確保（派遣職員）

総務課

＜背景・現状＞
・財政破綻により、職員数が半減。
・職員数は財政再生計画で規定しているが、職
員数とは別に他自治体から20名の派遣で行政
体制を維持している。
・給与水準が低く、人材確保が難しい。
・H23.7に１室4課から1室７課に機構改正した。
・本年10月以降に職員数の検証を行い、財政
再生計画の変更を検討。

○

○10月の実職員数の検証を踏まえ検討。

行政執行体制の確保
(2)市有林の管理技術者育成

産業課

＜背景・現状＞
・森林資源の活用・保全のためには、適切な施
業を行う人材が必要であるが、現在は専門職員
がいないことから、サポートセンターの市役所ＯＢ
職員の支援を受け業務を遂行している。
・今後、伐採や育成に関しても、国有林や道有
林との一体支援をお願いしたい。

○

○市有林の管理について、北海道（空知総合
振興局）の支援を継続。
○管理技術者の新規採用については、個別の
事案として検討。

行政執行体制の確保
(3)廃棄物処理施設技術管理者育
成

市民課

＜背景・現状＞
・最終処分場の技術管理者には、市職員が選
任されているが、平成27年度末で当該職員が
退職することから、技術管理者の資格を有した
職員の採用が必要。

○

○技術管理者の新規採用については、個別の
事案として検討。

行政執行体制の確保
(4)消防職員数

消防本部

＜背景・現状＞
・財政再生計画における消防職員数は、近隣市
町との消防広域化を踏まえた人員体制である
が、現時点では広域化の実現が困難であり、単
独消防での体制を維持する必要が発生してい
る。
・救急患者の受け入れ体制を踏まえて、救急車
２台で消防体制を維持する必要がある。

○

○広域化が不透明なことから、必要な時期に単
独消防としての職員数を検討。

短4 農業振興施策 産業課

＜背景・現状＞
・後継者不足や担い手の高齢化などによる生産
農家の減少対策など、夕張メロンのブランド力を
維持・向上する対策が必要。
・近年の経済低迷による販売価格の伸び悩み
や生産資材価格の高騰により農業所得が減少
し、パイプハウスの増棟や更新に支障を来してい
る。

・地域再生のため、産業振興に対する支援を行
うということは重要な課題。
・産業振興のためにも行政が目を向けていること
を、市民や事業者に対して姿勢を見せていくこと
が重要。
・市からの補助については、他の給付事業などと
のバランスや実施の期間・効果を考えながら制
度設計すべき。
・事業者の意向を踏まえながら、できる範囲を検
討すべき。

・夕張メロンについて、ご苦労されてブランド化を
行い、そのブランドを守り続けていることは大事な
ことである。
・農家戸数の減少や資材の高騰など、いろいろ
な問題があることは、十分承知させていただい
た。
・既存の国の補助制度について、市の方で有効
活用を検討していただくとともに、道としても負担
割合の見直しや財政措置の充実について、国に
強く要望していきたい。

○

○農業振興政策のあり方について、関係者との
協議を踏まえ、実施の方向で検討。
○補助金の要望については、道としても強く要
望していく。

短5 廃屋・空き家対策 総務課

＜背景・現状＞
・平成23年度の豪雪により、多数の廃屋・空き
家が倒壊した。
・急激な人口減少により放置されたままの廃屋
及び空き家が増加傾向にあり、安全上の問題や
環境上の問題、また、景観を損なうなど地域の
問題となっている。

・市内の現状を視察して、十分深刻な状況であ
るということが理解できた。
・雪への対策などは今年度中の措置も必要。
・当該課題の解決には、市有施設等を含めた一
体的な整備として検討するなど、財源における
工夫の余地はあるのではないか。

・廃屋・空き家の実態を見せていただいて、危険
なものや人命に関わるものはやらなければいけ
ないものがあると認識。
・空知管内では条例を制定し対応している団体
もあるので、情報交換の場を設けることなどは、
振興局に相談いただきたい。
・当面の安全対策（飛散防止対策）は、当然
やっていただきたい。

○

○廃屋・空き家対策として、緊急的に必要なも
のについては、今年度中に対応を検討。
○管内市町との情報交換の場について検討。

短6 生活館等の維持管理 市民課

＜背景・現状＞
・地域に必要不可欠な集会施設に係る大規模
修繕や維持管理について、利用者の負担状況
など把握したうえでの検討が必要で、今後の施
設運営についても検討が必要。

・各地区において、住民ニーズや状況が異なる
部分もあることから、市として優先順位を付けな
がら必要な財源を確保し対処されたい。
【短7、短9、短10、短11と併せて協議】

・財産の活用について、早急に整理した上で、優
先順位を決めて対応していくことが必要。
【短7、短9、短10、短11と併せて協議】

○

○地域の状況を踏まえ、必要な維持管理経費
の支出について検討。

短7 観光施設のあり方 産業課

＜背景＞
・観光関連施設は、財政再生計画の趣旨に
沿って指定管理者制度による運営を行っている
が、施設の老朽化が進んでいることや休止施設
が多いため、その対応の検討が必要。
・また、今後、指定管理者との管理協定期間に
ついても期限切れとなる平成２８年度末に向け
て老朽化を勘案した検討が必要。
＜現状＞
・市の観光産業は地域経済への波及効果が見
込まれるため、施設の有効活用は必要である
が、観光関連施設への財源投入は困難であ
る。
・施設の老朽化等により、指定管理の返上が続
いている。

・再生計画では、休廃止施設に関する財源を確
保されていないが、住民生活の安全管理の観
点からも対応が必要。
・施設内に貴重な展示品等がある場合、その商
品価値を維持するため、将来的にどの程度経
費を負担していくかは慎重に検討すべき課題。
・使い途がないと判断された施設については、方
針をどう考えればよいか難しいところであるが、
処分するという判断も含めて市が主体的に決め
るべき問題と考える。
【短6、短9、短10、短11と併せて協議】

【短6、短9、短10、短11と併せて協議】

○

○指定管理施設のあり方について、現契約期間
終了前に市において検討を行い、国、北海道と
協議を継続。

短8 橋梁の点検・補修 建設課

＜背景・概要＞
・財政破綻以降、橋梁の維持補修、架け替えに
要する経費は、発生主義として整理。
・平成22年度から25年度まで4年計画で点検、
計画の策定を行い、平成26年度以降は修繕計
画に基づいた補修方法により、優先度の高いも
のから順次補修を行っていく必要がある。

・橋梁は道路と一体で、生活に密着した施設で
あることから、事業を推進していく必要がある。
特に、安全上問題があるものについては、計画
策定を待たずに補修等に着手すべき。
・公園内の橋梁については、道路橋梁とは維持
管理・補修の方法も異なることも踏まえて検討
すべき。

・観光資源(鹿鳴館)へ通じる路線の橋梁につい
ては、安全性はもちろんのこと、イメージ面からも
早急に架け替えていただきたいと思うが、市の総
合的なまちづくりの観点からも検討が必要。
・財源の関係については、ご相談いただきたい。

○

○長寿命化計画に基づき、優先度の高いもの
から補修の実施を検討。

短9
夕張市耐震改修促進計画の策定及
び改修工事等

建設課

＜背景・概要＞
・法律に基づき北海道が定めた「耐震改修促進
計画」により、本年度、計画策定予算を計上。
今後に向けての課題の整理及び対応方針の検
討が必要。
・対象は、昭和５６年以前建設、床面積1,000
㎡以上の建築物で、庁舎等8施設と一部の市
営住宅が対象。

・耐震改修促進計画の策定結果を受けての改
修工事に関しては、優先順位や財源について十
分検討しておくことが重要。
【短6、短7、短10、短11と併せて協議】

【短6、短7、短10、短11と併せて協議】

○

○耐震計画に基づく、優先度を勘案し、診断、
改修工事について検討。

短10 行政財産の計画修繕 財務課

＜背景・概要＞
・庁舎、学校、生活館、スポーツ施設など多くの
行政財産を所有しており、今後、耐震補強を含
めた計画的な大規模修繕などの経費に対する
財源を捻出する必要がある。

【短6、短7、短9、短11と併せて協議】 ・公共施設の工事のあり方、耐久度等につい
て、市からの相談あれば、情報提供を行ってい
きたい。
【短6、短7、短9、短11と併せて協議】

○

○大規模改修のあり方について、優先度を勘案
し検討。
○施設調査・改修実施について、必要に応じ、
北海道の協力・助言を継続。

短11 市有財産の解体及び管理
まちづくり
企画室

＜背景・概要＞
・市有財産を管理する上で必要最低限の経費
を24年度予算で計上したところである。
・市民の安心・安全のためには今後も継続して
管理が必要である。

・近隣住居等に被害を及ぼす可能性の高い危
険な市有施設は、今年度中の撤去を含めて、
早急な対応が必要。
【短6、短7、短9、短10と併せて協議】

【短6、短7、短9、短10と併せて協議】

○

○不用施設の除却について、優先度を勘案し
検討。

協議結果の概要
課題に対する主な意見

短3

・厳しい人員体制の中で苦労していることは十分
承知しているが、職員数の管理は第一の基本で
あることを理解願いたいと思っている。
・今後、現在の体制における現状分析や実情の
検証は非常に大事なことであり、その結果につい
てもお知らせ願いたい。
・今後、抜本的な見直しができるかどうかは確約
できないが、様々な場面を通じて協議を行いた
い。
・財政再生計画においては、消防広域化の実現
を考慮した人員での体制が計画人員数となって
いるが、将来的な状況も勘案した上で引き続き
必要な検討を行う。
・北海道においても引き続き様々な人的支援を
行っていただくよう、人事当局との調整をよろしく
お願いしたい。

・現在の人員体制で、大変なご苦労を職員の方
がされていることは、私どもも理解している。
・職員数の適正配置についての判断基準は非
常に難しく、一度採用するとなかなか減らすこと
ができないので、随時、その時点の状況で慎重
な協議が必要。
・道としてもできる限り人的支援は継続していき
たいが、道の方でも職員の大幅な削減を実施し
ている状況であることから、今後の派遣人員要
望数の中期的な見通しを示していただきたい。
・森林の管理については、空知総合振興局にお
いて技術的な支援を行っていくので、良く相談し
ていただきたい。
・伐採や育成などの支援については、担当部局
に伝えるとともに、改めて相談させていただきた
い。

項　　　目
結　果

担当課 課題の背景や現状№

   ※ 結果欄については、次により区分しています。 

          解決 ・・・ 財政再生計画の変更へ向けて作業を行う課題 

国、北海道及び夕張市の三者協議における１７項目の協議経過及び結果の概要 



国（総務省） 北海道 解決 継続

豪雪による公共施設の被害
（1)市営住宅

建設課

豪雪による公共施設の被害
（2)普通財産

まちづくり
企画室

豪雪による公共施設の被害
（3)知られざる世界の動物館

産業課

豪雪による公共施設の被害
（4)土木施設

建設課

豪雪による公共施設の被害
（5)ゆうばりテニスコート

教育課

短13 夕張市美術館 教育課

＜背景・現状＞
・例年にない豪雪と低温により、本年２月23日に
雪の重みにより美術館の屋根が倒壊した。
・今後「夕張市美術館の今後の在り方検討委員
会」などの検討経過を踏まえ、方向性を決定し
ていくこととなる。

・在り方検討委員会の答申を踏まえ、今後、美
術館や収蔵品をどうしていくのかを検討された
い。

・現在、検討委員会で検討されている結果を踏
まえ、市の方で検討していただきたい。
・収蔵品については、検討結果が出るまで適正
に保管する必要があるため、警備システムや空
調設備などの最低限の経費は必要。

○

○「夕張市美術館の今後の在り方検討委員会」
の答申を踏まえ、所蔵品の有効活用について
検討。
○必要な保管経費についても検討。

【２　中長期的課題】

国（総務省） 北海道 解決 継続

中長1 市営住宅再編事業(Ⅱ・Ⅲ期計画) 建設課

＜背景・現状＞
・平成28年度以降についても、「夕張市まちづく
りマスタープラン」と「夕張市営住宅等長寿命化
計画」に基づいた市営住宅の管理戸数の適正
化を継続して実施しなければ、将来的にまちの
自立を損ねる可能性があり、夕張市における住
宅政策は、地域の再生に向けた重要な基盤整
備で最大の懸案事項である。
・住宅の老朽化が著しく、入居者が点在した住
宅が多いことから、維持管理経費に多額の費用
を要している。

・視察を含め、市営住宅再編事業（Ⅱ期・Ⅲ期
計画）については、市としても大きな課題で、実
施しなければならない課題として十分認識して
いる。
・現在、Ⅰ期計画を実施中であり、Ⅱ期計画の
実施に当たっては、Ⅰ期計画の進捗と併せて、
具体的な議論や住民説明などの準備を進める
べき。
・Ⅱ期計画以降の事業実施に当たっては、事業
の財源確保も含め、財政再生計画にどう位置付
けるかが重要な課題。

・市営住宅の問題は、必要性については十分認
識しているが、当然、事業を実施する際には財
源の話も出てくるので、その時点で協議させてい
ただく。

○

○地域再生のための必要な事業として、Ⅰ期計
画の進捗状況や住民との協議を踏まえながら、
平成26年度までに検討。

中長2 一般廃棄物最終処分場建設 市民課

＜背景・現状＞
・人口の減少とごみの有料化や資源ごみの分別
によるごみの減量により、既存の埋立処分地
は、今後15年程度の埋立が可能と見込んでい
るが、中長期を見据えた場合、新たな施設の建
設が課題となる。

・ごみの減量化と施設の適正管理に努め、施設
の延命を図って頂き、その維持管理に要する経
費は必要に応じ予算措置されたい。
・継続的な課題としてとらえたが、まずは現状の
処分場が問題なく機能できるような対応に心が
けて頂きたい。

・ごみの減量化については、いろいろご努力され
ているが、近隣市町との広域的な連携なども検
討して、施設の延命を図っていただきたい。
・実際に施設を建設する時には、交付金の申請
手続等などについて、担当部局に相談していた
だきたい。

○

○3年に一度の残余量調査を行いながら、平成
32年度までに実施期間を検討。

中長3 CBM(炭層メタンガス)の有効活用
まちづくり
企画室

＜背景・現状＞
・夕張市が位置する石狩炭田には、利用可能な
CBM(炭層メタンガス)が大量に存在するが、掘
削（くっさく）コストが高いため、国などに研究施設
の設置及び実用化に向けての働きかけが必要。

・産炭地市町村と連携しながら、国への働きか
けを強めたり、色々なアイディアを出していくとい
う方向性はよい考え。
・国費や国費類似の公的資金の投入が可能か
どうかという部分に尽きる課題で、道と一緒に要
望活動を進められたい。

・石炭資源有効活用研究会において継続的に
意見交換を行っていくとともに、国に対して資源
活用に向けた支援というものを働きかけていきた
い。 ○

○産炭地域共有の課題として認識して連携し、
必要に応じ、国・北海道から助言・情報を提供。

中長4
法改正によるシステムの改修（マイナ
ンバー法の施行）

総務課

＜背景・現状＞
・国の法改正に対応するシステム改修等で中長
期的に人員や改修経費が見込まれるものにつ
いて、必要最低限の職員で業務を行っている夕
張市においては、他の市町村と同等な対応は難
しく、また、経費の面でも恒常的に一般財源を確
保することは困難な状況にある。

・現段階では、法案審議も進んでいない状況で
あり、必要な情報もそろっていない状況。
・財政措置についても、財務省との調整が終了
していない状況である。
・全国的に共通した課題であることから、しっかり
とした財政措置は行われるものと思っている。

・道においても現段階では状況を十分に把握し
ていない。
・法案の審議状況や地方財政措置については、
情報収集などに努めていきたい。

○

○マイナンバー利用のための法改正や改修が
必要となるシステムなどについて、今後、情報
提供に努める。

№

課題に対する主な意見
協議結果の概要№ 項　　　目 担当課 課題の背景や現状

結　果

項　　　目 担当課 課題の背景や現状
課題に対する主な意見 結　果

協議結果の概要

○

※内容説明において、事業の実施に必要性や
緊急性を十分把握できたため、特筆すべき意
見は無かった。

○緊急を要するものについて、今年度中の対応
を検討。

※内容説明において、事業の実施に必要性や
緊急性を十分把握できたため、特筆すべき意
見は無かった。

＜背景・概要＞
・近年にない豪雪に見舞われ、また、低温も相
まって、空知地方に大きな被害をもたらし、気象
観測記録においても過去１０年では最高の降雪
量であった。
・また、道路の除雪出動回数・排雪回数も前年
度に比べて大幅に増加している。
・この豪雪による影響が、市内の公共施設で確
認され、被害箇所が市内全域にわたり、修繕等
を実施する必要がある。

短12

   ※ 結果欄については、次により区分しています。 

          解決 ・・・ 財政再生計画の変更へ向けて作業を行う課題 

          継続   ・・・   共通認識を持って、解決方法を継続して協議していく課題 




